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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
国
際
私
法
の
視
点
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
規
定
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お

い
て
は
、
各
加
盟
国
に
お
け
る
国
民
の
利
益
の
た
め
に
司
法
手
続
の
円
滑
化
を
促
進
す
る
目
的
で
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
国
際
裁
判
管
轄
規
則

が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
検
討
の
対
象
と
な
る
の
は
、「
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認

お
よ
び
執
行
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）1215/2012

」（
以
下
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
」
と
い
う
）
で
あ
る
。
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
の
第
七
条
二
号
〔
不
法
行
為
地
管
轄
〕
は
、
第
四
条
〔
被
告
の
住
所
地
に
よ
る
管
轄
〕
の
一
般
管
轄
規
定
に
対
す
る
特
別

管
轄
規
定
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
不
法
行
為
地
管
轄
規
定
で
あ
り
、
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
も
同
号
の
適
用
範
囲
内
に
あ
る
。

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
は
Ｅ
Ｕ
の
各
加
盟
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
効
力
お
よ
び
解
釈
に
つ
き
問
題
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
各
加
盟
国
は
先
決
裁
定
手
続
（prelim

inary rulings

）
を
通
じ
て
、
当
該
問
題
を
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
（Court of Justice of 

the European U
nion; CJEU

; 

以
下
「
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
」
と
い
う
）
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
数
多
く
の
先
決
裁

定
に
お
け
る
回
答
に
よ
り
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
の
判
例
法
を
確
立
し
て
き
た
と
い
え
る
。
著
作
権
侵
害
の

国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
先
決
裁
定
と
し
て
は
、
二
〇
一
三
年
のPinckney

事
件
裁（

1
）定
、
二
〇
一
四
年
のH

i H
otel

事
件

裁（
2
）定

お
よ
び
二
〇
一
五
年Pez H

ejduk

事
件
裁（

3
）定

等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
定
に
よ
り
、
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｃ

Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
断
基
準
が
確
立
さ
れ
た
と
い
え
る
が
、
学
説
上
は
、
そ
れ
ら
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
批
判
す
る
見
解
が
数
多
く
存
在
す
る
。

　

以
上
で
述
べ
た
通
り
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
著
作
権
侵
害
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
判
例
お
よ
び
学
説
の
蓄
積
が

あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
著
作
権
侵
害
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
例
の
紹
介
お
よ
び
分
析

を
行
う
。
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
の
学
説
上
の
議
論
の
紹
介
お
よ
び
そ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
他
の
論
稿
で
扱
う
こ
と
と
し
た
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い
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
先
決
裁
定
に
つ
い
て
紹
介
し
た
文
献
は
既
に
日
本
で
数
多
く
存
在（

4
）し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
不
法
行
為
（
と
り
わ
け
、
人
格
権
侵
害
の
場
合
）
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
検
討
し
た
論
考
の
中
でPinckney

事

件
裁
定
お
よ
びPez H

ejduk

事
件
裁
定
に
言
及
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
三
つ
の
先
決
裁
定
に
関
す
る
論

考
の
多
く
は
、
著
作
権
侵
害
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
不
法
行
為
と
い
う
視
座
か
ら
先
決
裁
定
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
か
、

あ
る
い
は
、
先
決
裁
定
の
簡
単
な
紹
介
を
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
特
に
著
作
権
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ

る
三
つ
の
事
件
裁
定
に
お
け
る
事
実
関
係
の
異
同
に
着
目
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
事
件
類
型
お

よ
び
そ
の
特
徴
を
考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
強
調
し
た
い
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
三
条
の
三
第
八
号
（
不
法
行
為
地
管
轄
規
定
）
お

よ
び
第
三
条
の
九
（
特
別
の
事
情
に
よ
る
訴
え
の
却
下
）
の
適
用
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
が
肯
定
さ
れ

る
他
の
請
求
と
密
接
に
関
連
す
る
場
合
に
は
、
客
観
的
併
合
に
よ
り
外
国
の
知
的
財
産
権
に
関
す
る
請
求
も
併
せ
て
審
理
さ
れ
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い（

5
）る

。
し
か
し
、
現
行
民
事
訴
訟
法
の
下
で
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
判
断
し
た
最
高
裁
判
例
は
未
だ
に

存
在
し
な
い
。
ま
た
、
公
表
裁
判
例
と
し
て
は
、
①
東
京
地
判
平
成
二
六
年
七
月
一
六（

6
）日
、
②
東
京
地
判
平
成
二
六
年
九
月
五（

7
）日

と
い
う

二
つ
が
あ
る
に
す
ぎ
な
く
、
し
か
も
、
著
作
権
侵
害
の
「
不
法
行
為
地
」
に
関
す
る
判
断
の
仕
方
も
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
著

作
権
侵
害
に
お
け
る
「
不
法
行
為
が
あ
っ
た
地
」（
さ
ら
に
言
え
ば
、
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
）
に
つ
い
て
判
断
し
た
裁
判
例
は
未
だ
不

十
分
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
断
枠
組
み
お
よ
び
そ
の
議
論
か
ら
、
著
作
権
侵
害
事
案
に
お
け

る
民
事
訴
訟
法
第
三
条
の
三
第
八
号
（
不
法
行
為
地
管
轄
規
定
）
ま
た
は
第
三
条
の
九
（
特
別
の
事
情
に
よ
る
訴
え
の
却
下
）
の
解
釈
に
つ
い

て
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
紙
幅
の
関
係
で
日
本
法
へ
の
示
唆
自
体
は
次
の
論
文
に
委
ね
、
言
及
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
第
二
章
で
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
、
第
三
章
で
ブ
リ
ュ
ッ
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セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
に
関
す
る
従
来
の
判
例
を
踏
ま
え
た
上
で
、
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
三
つ
の
事

件
裁
定
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
、
第
四
章
で
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
分
析

す
る
。
最
後
に
、
第
五
章
で
は
本
稿
で
検
討
し
た
こ
と
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
上
で
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
Ｅ
Ｕ
で
は
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
一
日
に
欧
州
連
合
条
約
お
よ
び
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
を
修
正
す
る
リ
ス
ボ
ン
条
約
（
以
下

「
リ
ス
ボ
ン
条
約
」）
が
発
効
す
る
前
に
は
、
Ｅ
Ｕ
の
機
関
と
し
て
の
「
裁
判
所
（Court

）」
は
、「
欧
州
司
法
裁
判
所
（the European Court 

of Justice : ECJ

）」、「
第
一
審
裁
判
所
（the European Court of First Instance : CFI

）」
お
よ
び
「
欧
州
理
事
会
の
決
定
に
よ
り
設
置
さ

れ
る
裁
判
部
（judicial panels
）」
と
い
う
三
つ
の
司
法
機
関
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
同
条
約
が
発
効
し
た
後
に
、
こ
れ
ら
の
司
法
機
関

は
、
一
つ
に
ま
と
め
て
「
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
（Court of Justice of the European U

nion

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
用
語

の
統
一
の
た
め
、
そ
れ
を
「
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
（
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
）」
と
称
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
と
改
正
前
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
第
五
条
三
号
を
適
宜
引
用
し
て
い
る
。
二
〇
一

五
年
一
月
十
日
に
発
効
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
は
、
改
正
前
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
第
五
条
三
号
か
ら
内
容
上
変
更

さ
れ
て
お
ら
ず
、
条
文
番
号
だ
け
が
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

二　

Ｅ
Ｕ
国
際
民
事
手
続
法
に
関
す
る
概
説

　

本
章
で
は
、
ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
国
際
民
事
手
続
法
の
発
展
に
つ
い
て
簡
潔
に
触
れ
た
上
で
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介

す
る
。
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㈠　

Ｅ
Ｕ
国
際
民
事
手
続
法
の
発
展

　

欧
州
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
の
六
つ
の
創
設
加
盟
国
は
、「
一
九
五
八
年
欧
州
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
を
設
立
す
る
条
約
」（「
一
九

五
八
年
ロ
ー
マ
条
約
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
第
二
二
〇（

8
）条

に
よ
り
、
各
加
盟
国
の
国
民
の
利
益
の
た
め
に
、
と
り
わ
け
、
判
決
ま
た
は
仲
裁
裁

定
に
対
す
る
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
手
続
の
簡
易
化
を
目
指
し
、
互
い
に
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
欧
州
委
員
会

（European Com
m
ission

）
の
提
唱
に
よ
り
、
一
九
六
〇
年
に
専
門
家
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
そ
こ
で
の
検
討
の
結
果
と
し
て
、
一
九
六

八
年
に
、「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
欧
州
経
済
共
同
体
条
約
」（「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。）
が
締
結
さ
れ
、
同
条
約
は
一
九
七
三
年
二
月
一
日
発
効
し（

9
）た
。
ま
た
、「
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄

お
よ
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
一
九
八
八
年
九
月
十
六
日
（
並
行
）
条
約
」（「
一
九
八
八
年
ル
ガ
ノ
条
約
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ

の
加
盟
国
で
な
い
第
三
国
に
も
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
の
シ
ス
テ
ム
を
拡
大
し
）
10
（

た
。

　

一
九
九
七
年
十
二
月
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
と
一
九
八
八
年
ル
ガ
ノ
条
約
の
改
正
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
代

表
と
ル
ガ
ノ
条
約
の
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
加
盟
国
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
臨
時
の
作
業
部
会
が
結
成
さ
れ
）
11
（

た
。
そ
の
後
、
欧
州
委
員
会
は
、
欧
州
連

合
に
関
す
る
条
約
（
一
九
九
二
年
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
）
の
第
Ｋ
．
三
条
二
号
に
基
づ
い
て
採
択
さ
れ
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
代
わ
る

条
約
の
提
案
を
提
示
し
）
12
（

た
。
一
九
九
九
年
五
月
一
日
に
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
発
効
に
よ
り
、
民
事
司
法
分
野
に
お
け
る
立
法
権
が

欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
に
与
え
ら
れ
た
た
め
、
欧
州
委
員
会
は
素
早
く
行
動
を
取
り
、
一
九
九
九
年
七
月
に
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け

る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
規
則
の
提
案
を
提
出
し
）
13
（

た
。
そ
の
結
果
、「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁

判
の
執
行
に
関
す
る
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）44/2001

」（
以
下
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
」
と
い
う
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
二
十
二
日
に

採
択
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
三
月
一
日
に
発
効
し
た
。

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
は
、
従
前
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
の
目
的
を
広
く
継
承
し
て
お
り
、
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
律
を
明
確
化
す
る
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こ
と
、
並
び
に
裁
判
の
承
認
お
よ
び
執
行
を
改
善
し
、
迅
速
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
）
14
（

る
。
ま
た
、
同
規
則
の
制
定
は
、
各
国
の

民
事
手
続
法
を
Ｅ
Ｕ
指
令
に
よ
っ
て
調
整
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
問
題
に
対
し
て
直
接
適
用
可
能
な
規
律
を
行
う
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
欧
州
民
事
手
続
法
の
制
定
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
い
）
15
（

る
。
こ
う
し
た
方
法
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
一
九
九
九
年
五
月
一
日

に
発
効
し
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
（
一
九
九
七
年
十
月
二
日
）
に
よ
っ
て
、
加
盟
条
約
や
批
准
手
続
と
い
っ
た
迂
路
を
経
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
こ
と
が
あ
）
16
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
は
、
そ
の
第
七
十
三
）
17
（

条
で
、
欧
州
委
員
会
に
対
し
、
同
規
則
施
行
の
五
年
後
に
、
そ
の
適
用
に
関

す
る
報
告
書
の
提
出
を
義
務
付
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
欧
州
委
員
会
は
ド
イ
ツ
のH

ess

、Pfeiffer

、Schlosser

の
三
教
授
に
報
告
書

の
提
出
を
委
託
し
、
二
〇
〇
七
年
末
に
報
告
書
が
提
出
さ
れ
）
18
（

た
。
同
報
告
書
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
は
、
総
じ
て
適
切
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
な
お
、
い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
改
正
の
必
要
が
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
）
19
（

る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
重
要
な
提
言
お
よ
び
コ
メ
ン
ト
を
含
む
報
告
書
を
提
出
し
、
さ
ら
に
、
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
の
改
正
の
た
め
の
グ
リ
ー
ン
・
ペ
ー
パ
ー
を
追
加
し
た
上
で
、
同
規
則
の
改
正
に
つ
い
て
公
の
審
議
に
付
し
）
20
（

た
。
最

終
的
に
、「
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
規
則

（
Ｅ
Ｕ
）1215/2012

」（
以
下
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
」
と
い
う
）
は
二
〇
一
二
年
十
一
月
二
十
日
に
欧
州
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
、
同

年
十
二
月
六
日
に
欧
州
理
事
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
は
、
か
つ
て
の
Ｉ
規
則
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、

Ｅ
Ｕ
の
民
事
手
続
法
の
中
軸
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
二
〇
一
五
年
一
月
十
日
か
ら
発
効
し
て
い
る
。

㈡　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
に
つ
い
て

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
は
、
前
文
（Recitals

）
と
本
文
の
二
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。
前
文
は
、
拘
束
力
の
あ
る
規
則
で
は
な
い
が
、
①

同
規
則
の
目
的
を
明
確
に
す
る
こ
と
お
よ
び
②
同
規
則
に
関
す
る
解
釈
を
補
助
す
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
）
21
（

る
。
例
え
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ば
、
前
文
⑷
、
⑹
、
26
お
よ
び
27
は
、
裁
判
の
自
由
な
流
通
の
主
要
原
則
（The central principle of free m

ovem
ent of judgm

ents

）
に

つ
い
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
文
⒁
、
⒂
お
よ
び
⒅
は
、
被
告
お
よ
び
弱
者
保
護
の
原
則
（The protection of defendants and 

w
eaker parties

）
に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
文
⒂
お
よ
び
⒃
は
、
法
的
安
定
性
の
原
則
（The principle of legal 

certainty
）
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
前
文
26
は
、（
欧
州
連
合
内
の
司
法
に
お
け
る
）
相
互
信
頼
の
原
則
（The principle of 

m
utual trust

）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

他
方
、
同
規
則
の
本
文
は
、
適
用
範
囲
お
よ
び
定
義
規
定
、
管
轄
、
承
認
お
よ
び
執
行
、
公
の
証
書
お
よ
び
裁
判
上
の
和
解
、
総
則
、

経
過
規
定
、
他
の
法
制
度
と
の
関
係
、
最
終
規
定
の
全
八
章
で
構
成
さ
れ
、
国
際
裁
判
管
轄
規
定
は
第
二
章
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
本
文

第
二
章
の
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
が
一
般
管
轄
規
定
で
あ
り
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
が
特
別
管
轄
規
定
で
あ
る
。
ま
た
、
保
険
事

件
（
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
）、
消
費
者
事
件
（
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
）、
個
別
労
働
事
件
（
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
）
に
関
す
る
管
轄

規
定
の
特
則
が
個
別
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
専
属
管
轄
（
第
二
十
四
条
）、
管
轄
合
意
（
第
二
十
五
条
、
二
十
六
条
）、
管
轄
お
よ

び
訴
訟
要
件
の
調
査
（
第
二
十
七
条
、
二
十
八
条
）、
訴
訟
係
属
お
よ
び
関
連
手
続
（
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
）、
保
全
処
分
を
含

む
仮
処
分
（
第
三
十
五
条
）
に
関
す
る
規
定
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

㈢　

小　

括

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
第
二
次
法
と
し
て
、
各
加
盟
国
に
お
い
て
直
接
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
効

力
ま
た
は
解
釈
に
関
す
る
問
題
が
加
盟
国
の
裁
判
所
の
手
続
に
お
い
て
生
じ
た
場
合
に
は
、
加
盟
国
の
裁
判
所
は
先
決
裁
定
手
続
に
よ
り

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
問
題
を
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
一
定
の
場
合
に
は
付
託
す
る
義
務
を
負
う
。
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
回
答
は
、
加

盟
国
の
裁
判
所
に
対
し
拘
束
力
を
持
つ
。
そ
の
意
味
で
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
先
決
裁
定
（
す
な
わ
ち
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
判
例
）
は
同
規
則
の

個
々
の
規
定
の
解
釈
を
行
う
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先
決
裁
定
は
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
特
定
の
問
題
に
つ
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い
て
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
同
規
則
の
一
つ
の
規
定
を
め
ぐ
り
複
数
の
先
決
裁
定
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
各
先
決

裁
定
間
の
解
釈
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
総
合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
第
三
章
で
は
、
著
作
権
侵
害
の

国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
判
例
に
つ
い
て
整
理
し
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三　

欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
の
判
例
の
動
向

㈠　

概　

説

　

本
章
で
は
、
国
際
的
な
著
作
権
侵
害
訴
訟
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
判
例
の
状
況
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
Ｅ
Ｕ
で
は
、
国
際
的
な
著
作
権
侵

害
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
〔
不
法
行
為
地
管
）
22
（

轄
〕
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
規
定

は
、「
不
法
行
為
若
し
く
は
不
法
行
為
に
相
当
す
る
行
為
又
は
そ
う
し
た
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
が
手
続
の
対
象
で
あ
る
と
き
は
」、
加
盟

国
の
主
権
領
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
、「
損
害
を
与
え
る
事
実
が
生
じ
た
地
も
し
く
は
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
地
の
裁
判
所
」
に

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
の
前
文
⒃
は
、
同
号
の
解
釈
に
つ
い
て
の
指
針
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
被
告
の
住
所
地
の
裁
判
籍

は
、
裁
判
所
と
法
的
紛
争
と
の
間
の
密
接
な
関
連
（a close connection betw

een the court and the action
；

以
下
「
密
接
関
連
性
原
則
」
と

い
う
）
に
基
づ
い
て
又
は
適
切
な
司
法
運
営
（the sound adm

inistration of justice
；

以
下
「
適
切
な
司
法
運
営
の
原
則
」
と
い
う
）
の
た
め

に
認
め
ら
れ
る
べ
き
選
択
的
な
裁
判
籍
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
密
接
な
関
連
と
い
う
要
件
は
、
法
的
安
定

性
を
も
た
ら
し
、
相
手
方
当
事
者
が
合
理
的
に
予
測
し
得
な
い
よ
う
な
加
盟
国
の
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
べ
き
た
め
の
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
は
、
と
り
わ
け
、
①
密
接
関
連
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性
原
則
、
②
適
切
な
司
法
運
営
の
原
則
、
③
法
的
安
定
性
お
よ
び
④
被
告
の
予
測
可
能
性
に
つ
い
て
総
合
的
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
先
決
裁
定
（
判
例
）
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
の
解
釈
に
つ
い
て
は
既
に
数
多
く

の
判
例
法
理
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
た
）
23
（

め
、
以
下
の
第
二
節
で
は
同
号
に
関
わ
る
判
例
法
の
発
展
に
つ
い
て
簡
潔
に
触
れ
た
上
で
、
第
三
節

で
は
国
際
的
な
著
作
権
侵
害
に
関
す
るPinckney

事
）
24
（

件
、H

i H
otel

事
）
25
（

件
お
よ
びPez H

ejduk

事
）
26
（

件
を
取
り
上
げ
る
。
最
後
に
、
第
四

章
で
は
、
そ
れ
ら
の
判
例
の
状
況
を
踏
ま
え
、
国
際
的
な
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
判
断
枠
組
み
に
つ

い
て
整
理
す
る
。

㈡　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
に
関
す
る
判
例
法
の
発
展

　

本
節
で
は
、
主
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
に
お
け
る
判
例
法
の
発
展
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
以
下
で
紹
介
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ

の
判
例
に
よ
る
同
号
の
解
釈
は
、
国
際
的
な
著
作
権
侵
害
訴
訟
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
理
論
的
に
は
、
国
際
的
な
著
作
権
侵

害
訴
訟
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
最
初
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
越
境
汚
染
に
関
す
るBier

事
件
裁
定
（
一

九
七
六
年
十
一
月
三
十
）
27
（

日
）
で
あ
る
。Bier

事
件
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
責
任
は
、
損
害
と
こ
れ
を
基
礎
付
け
る

事
実
と
の
因
果
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
考
慮
さ
れ
る
た
め
、
結
果
発
生
地
や
加
害
行
為
地
と
い
う
連
結
点
の
一
つ

に
つ
い
て
の
み
判
断
し
他
の
連
結
点
を
排
斥
す
る
の
は
適
切
で
は
な
く
、
ま
た
、
仮
に
加
害
行
為
地
の
み
を
選
択
す
る
な
ら
ば
、
か
な
り

多
く
の
事
件
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
二
条
一
号
〔
被
告
の
住
所
地
に
よ
る
管
轄
〕
と
第
五
条
三
号
に
規
定
さ
れ
た
裁
判
管
轄

は
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
後
者
の
規
定
は
、
そ
の
限
り
で
実
務
上
の
有
効
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
と

説
明
し
、
結
論
と
し
て
、
同
号
の
「
損
害
を
与
え
る
事
実
が
生
じ
た
地
」
の
概
念
は
結
果
発
生
地
と
加
害
行
為
地
の
両
方
を
含
む
と
解
釈
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し
）
28
（

た
（
以
下
、
こ
の
解
釈
を
「Bier

規
則
」
と
い
う
）。

　

そ
の
後
のD

um
ez

事
件
裁
定
（
一
九
九
〇
年
一
月
十
一
）
29
（

日
）
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
の
適
用
上
、「Bier

規

則
」
に
い
う
結
果
発
生
地
と
は
、「
直
接
的
な
被
害
者
が
被
る
損
害
の
地
」
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、「
間
接
的
な
被
害
者
が
、

自
ら
が
被
る
損
害
を
確
認
す
る
地
」
を
も
含
め
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「Bier

規
則
」
は
、
直
接
的
な
損

害
を
受
け
た
場
合
の
不
法
行
為
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
）
30
（

た
。

　

さ
ら
に
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
名
誉
毀
損
に
関
す
るShevill

事
件
裁
定
（
一
九
九
五
年
三
月
七
）
31
（

日
）
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
結
果
発

生
地
で
あ
る
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、
そ
の
地
で
発
生
し
た
損
害
の
部
分
に
関
し
て
の
み
請
求
を
裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
加
害
行
為

地
で
あ
る
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、
損
害
の
全
体
を
裁
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
（
い
わ
ゆ
る
「
モ
ザ
イ
ク
理
論
」 

、「Shevill

理

論
」）。
こ
の
よ
う
な
制
限
は
、
損
害
の
結
果
が
発
生
し
た
地
の
裁
判
所
が
、
他
の
地
で
は
な
く
、
そ
の
地
で
結
果
が
発
生
し
た
名
誉
毀
損

を
評
価
し
、
そ
の
損
害
の
範
囲
を
決
定
す
る
の
に
最
適
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
）
32
（

る
。

　

そ
の
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
不
法
行
為
に
関
す
る
二
つ
の
事
件
、
す
な
わ
ち
、
人
格
権
侵
害
に
関
す
るeD

ate

事
件
裁
定

（
二
〇
一
一
年
十
月
二
十
五
）
33
（

日
）
お
よ
び
商
標
権
侵
害
に
関
す
るW

intersteiger

事
件
裁
定
（
二
〇
一
二
年
四
月
十
九
）
34
（

日
）
が
注
目
を
浴
び
る

よ
う
に
な
る
。
後
述
す
る
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
三
つ
の
事
件
裁
定
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
こ
のeD

ate

事
件
裁
定
お
よ
び

W
intersteiger

事
件
裁
定
に
も
触
れ
て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
こ
の
二
つ
の
判
例
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
人
格
権
侵
害
に
関
す
るeD

ate

事
件
で
は
、
ド
イ
ツ
に
居
住
す
る
原
告
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
本
拠
を
置
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
運
営
す
る
被
告
会
社
に
対
し
て
、
そ
の
サ
イ
ト
上
で
原
告
の
人
格
権
侵
害
と
な
る
よ
う
な
こ
と
は
報
じ
な
い
よ
う

に
求
め
て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
の
主

権
領
域
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
各
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、
そ
こ
で
生
じ
た
損
害
に
関
し
て
の
み
審
理
す
る
管
轄
権
を
有
す

る
と
し
て
モ
ザ
イ
ク
理
論
に
つ
い
て
確
認
し
つ
つ
、
被
害
者
の
利
益
の
中
心
（the place w

here the victim
 has his centre of interests

）
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が
所
在
す
る
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、（
被
告
の
住
所
地
で
あ
る
加
盟
国
の
裁
判
所
と
並
ん
で
）
被
害
者
が
受
け
た
と
さ
れ
る
全
損
害
に
関
し
て

審
理
す
る
包
括
的
な
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
被
害
者
が
利
益
の
中
心
を
有
す
る
地
は
、
一
般
的
に
は
そ
の
常
居
所

地
と
一
致
す
る
が
、
被
害
者
が
職
業
活
動
の
遂
行
の
よ
う
な
そ
の
他
の
要
素
が
存
在
す
る
国
と
の
特
別
に
密
接
な
関
連
性
の
存
在
を
立
証

し
う
る
と
き
は
、
常
居
所
地
国
以
外
の
加
盟
国
に
そ
の
利
益
の
中
心
を
有
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
し
）
35
（

た
。

　

次
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
商
標
権
侵
害
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
が
問
題
と
な
っ
たW

intersteiger

事
件
で
は
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
会
社
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
ス
キ
ー
、
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
の
周
辺
機
器
等
に
つ
き
「W

intersteiger

」
な
る
登
録
商
標

を
有
す
る
原
告
会
社
は
、
ド
イ
ツ
の
被
告
会
社
が
、「W
intersteiger

」
をG

oogle

社
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン

の
下
で
運
営
さ
れ
て
い
る
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
検
索
可
能
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「google.de

」
上
に
「W

intersteiger

」
を
広
告
シ
ス
テ
ム
に

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
登
録
し
た
行
為
が
原
告
会
社
の
商
標
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
て
、
ド
イ
ツ
の
被
告
会
社
を
相
手
取
り
、
そ
の

差
止
め
を
求
め
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
つ
い

て
、
ま
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
人
格
権
侵
害
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
知
的
財
産
権
侵
害
と
を
区
別
し
）
36
（

た
。
す
な
わ
ち
、

前
者
の
権
利
は
す
べ
て
の
加
盟
国
で
保
護
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
権
利
は
属
地
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
し
）
37
（

た
。
そ
の
た
め
、
登
録
に

よ
っ
て
当
該
登
録
国
に
お
い
て
の
み
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
国
内
商
標
に
は
利
益
の
中
心
に
関
す
る
議
論
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
し
つ

つ
、
各
登
録
国
の
裁
判
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
登
録
国
で
発
生
し
た
損
害
と
当
該
権
利
の
侵
害
に
対
す
る
当
該
登
録
国
内
で
の
差
止
請

求
に
つ
い
て
審
理
す
る
権
限
を
有
す
る
と
し
）
38
（

た
。

　

以
上
の
よ
う
な
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
（
改
正
後
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
）
に
関
す
る
判
例
法
上
の
議
論
は
、

そ
の
後
の
著
作
権
侵
害
事
件
で
あ
るPinckney

事
）
39
（

件
、H

i H
otel

事
）
40
（

件
お
よ
びPez H

ejduk

事
）
41
（

件
に
お
け
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
断
お
よ
び

学
説
の
展
開
に
と
っ
て
十
分
な
理
論
的
蓄
積
を
提
供
し
た
。
以
下
で
は
、
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
三
つ
の
事
件
に
つ
い
て
紹
介
し
た
上
で
、

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
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㈢　

著
作
権
侵
害
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
の
判
例

1
　P

eter P
inckney v. K

D
G
 M
ediatech A

G

事
）
42
（

件

　

⑴　

事
実
の
概
要

　

フ
ラ
ン
ス
に
住
所
を
有
す
る
原
告Pinckney

は
、
本
件
著
作
物
の
作
者
、
作
曲
者
お
よ
び
演
奏
者
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
設
立

さ
れ
た
会
社
で
あ
る
被
告M

ediatech

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
（
以
下
「
Ｃ
Ｄ
」
と
い
う
）
を
制
作
す
る
こ

と
に
よ
り
本
件
著
作
物
を
複
製
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
設
立
さ
れ
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
会
社
で
あ
るCrusoe or Elegy

は
、
フ
ラ

ン
ス
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
可
能
な
各
種
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
右
Ｃ
Ｄ
を
販
売
し
て
い
た
。
前
記
事
実
に
よ
り
、
原
告Pinckney

は
、
二
〇
〇
六
年
十
月
十
二
日
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
審
裁
判
所
（Tribunal de grande instance de Toulouse

）
に
お
い
て
、

被
告M

ediatech

に
対
し
て
、
著
作
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

　

被
告M

ediatech

は
、
右
Ｃ
Ｄ
は
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
会
社
の
請
求
に
よ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
Ｃ
Ｄ
化
さ
れ
、
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
本
件
に
対
す
る
管
轄
権
を
持
た
な
い
と
主
張
し
）
43
（

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

二
〇
〇
八
年
二
月
十
四
日
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
審
裁
判
所
は
、
原
告Pinckney

の
住
所
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
衆

が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
か
ら
当
該
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
を
購
入
で
き
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
事
実
と
主

張
さ
れ
て
い
る
損
害
と
の
間
に
実
質
的
な
関
連
を
立
証
す
る
に
足
り
る
と
い
う
理
由
で
、
被
告M

ediatech

に
よ
る
右
主
張
を
否
定
し

た
）
44
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告M

ediatech

は
、
本
件
に
つ
い
て
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
控
訴
裁
判
所
（Cour d

’appel de Toulouse

）
に
上
訴
し
た
。
二

〇
〇
九
年
一
月
二
十
一
日
に
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
控
訴
裁
判
所
は
、
被
告
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
居
住
し
て
お
り
、
結
果
発
生
地
が
フ
ラ
ン
ス

に
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
理
由
で
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
審
裁
判
所
に
よ
る
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
判
断
し
）
45
（

た
。
そ
の
後
、
原
告

Pinckney

は
、
同
判
決
を
不
服
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
本
件
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
と
主
張
し
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
に
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上
訴
し
）
46
（

た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
は
、
本
件
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
以
下
二
つ

の
質
問
を
提
起
し
て
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
先
決
裁
定
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
著
作
権
侵
害
の

疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
る
加
盟
国
の
領
域
で
当
該
コ
ン
テ
ン
ツ
に
既
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
も
し
く
は
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
加
盟
国
の
裁
判
所
は
本
件
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
コ
ン
テ
ン

ツ
は
、
当
該
加
盟
国
の
領
域
に
い
る
公
衆
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
他
の
明
確
な
関
連
要
素
が
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
質
問
で
あ
る
（
以
下
「
質
問
①
」
と
い
）
47
（

う
）。
第
二
は
、
仮
に
、
著
作
権

侵
害
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
は
な
く
、
本
件
の
よ
う
に
物
理
的
な
複
製
物
の
オ
ン
ラ
イ
ン
販
売
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
結
論
が
前
述
の
第
一
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
か
と
い
う
質
問
で
あ
る
（
以
下
「
質
問
②
」
と
い
う
。
ま
た
、
質
問
①
お
よ

び
質
問
②
を
併
せ
て
「
本
件
質
問
」
と
い
）
48
（

う
）。

　

⑵　

法
務
官
意
見

　

本
件
に
お
い
て
、
法
務
官Jääskinen

は
、
ま
ず
、
著
作
権
侵
害
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て
、

複
製
権
（reproduction right

）
侵
害
と
頒
布
権
（distribution right

）・
公
衆
送
信
権
（com

m
unication right

）
侵
害
と
に
分
け
た
上
で
説

明
し
て
い
）
49
（

る
。
複
製
権
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
複
製
行
為
そ
の
も
の
は
隔
地
的
に
行
わ
れ
る
性
質
が
な
い
た
め
、
加
害
行
為
地
と
結

果
発
生
地
は
常
に
一
致
し
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
）
50
（

る
。
他
方
、
頒
布
権
・
公
衆
送
信
権
侵
害
の
場
合
に
は
、
侵
害
行
為
が
容
易
に
隔
地

的
に
行
わ
れ
る
た
め
、
不
法
行
為
地
と
結
果
発
生
地
が
一
致
し
な
い
場
面
が
多
い
と
想
定
さ
れ
）
51
（

る
。
そ
の
た
め
、
頒
布
権
・
公
衆
送
信
権

侵
害
の
損
害
結
果
に
つ
い
て
は
、
潜
在
的
な
受
信
者
や
公
衆
の
存
在
が
推
測
さ
れ
）
52
（

る
。

　

次
に
、
法
務
官Jääskinen

は
、
著
作
権
侵
害
と
な
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
含
む
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
い
う
理
由
の
み
に

よ
っ
て
裁
判
所
に
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
に
は
明
確
に
反
対
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
属
地
主
義
の
原
則
と
相
容
れ
な
い
こ
と
、
予
測
可
能
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性
に
適
し
て
い
な
い
こ
と
お
よ
び
多
数
の
裁
判
所
に
管
轄
権
の
競
合
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
）
53
（

る
。
最
後
に
、
法
務
官

Jääskinen

は
、
本
件
結
果
発
生
地
の
特
定
に
つ
い
て
、
実
質
法
レ
ベ
ル
に
お
け
る
損
害
の
特
定
に
関
す
る
基
）
54
（

準
を
参
照
す
る
価
値
が
あ

り
、
す
な
わ
ち
、
当
該
不
法
行
為
が
法
廷
地
の
公
衆
に
意
図
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
べ
き
で
あ
）
55
（

る
（
こ
の
理
論
は

「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
理
論
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
著
作
権
の
属
地
性
を
考
慮
し
、
受
訴
裁
判
所
は
、
法
廷
地
に
お
い
て
生
じ
た

損
害
に
つ
い
て
の
み
審
理
す
る
権
限
を
有
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
）
56
（

る
。

　

⑶　

先
決
裁
定

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
本
件
質
問
を
「
受
訴
裁
判
所
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
著
作
権
の
侵
害
に
つ
い
て
、
第
二
の
加
盟
国
で
設

立
さ
れ
た
会
社
が
、
そ
の
国
で
当
該
著
作
物
を
複
製
し
、
そ
の
後
、
当
該
著
作
物
の
複
製
物
を
第
三
の
加
盟
国
の
会
社
に
よ
る
販
売
に
提

供
し
、
か
つ
、
当
該
販
売
が
受
訴
裁
判
所
の
加
盟
国
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
を
介
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

受
訴
裁
判
所
は
、
著
作
権
者
が
第
二
の
加
盟
国
に
あ
る
会
社
を
相
手
取
っ
て
提
起
し
た
著
作
権
侵
害
訴
訟
を
審
理
す
る
権
限
を
有
す
る
か

否
か
」
と
い
う
よ
う
に
改
め
）
57
（

た
。

　

ア　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
関
す
る
一
般
原
則
お
よ
び
判
例
法

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、M

elzer

事
）
58
（

件
に
言
及
し
つ
つ
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
特
別
管
轄
規
則
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
説
明

し
た
。
す
な
わ
ち
、「
特
別
管
轄
規
則
は
、
紛
争
と
、
損
害
を
与
え
る
事
実
が
生
じ
た
地
も
し
く
は
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
地
に
あ
る
裁

判
所
と
の
間
に
は
、
特
に
密
接
な
関
連
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
お
り
、
適
切
な
司
法
運
営
を
目
的
と
し
て
い
）
59
（

る
」。
し
か
し
、

「
特
別
管
轄
規
則
は
、『
原
告
は
被
告
の
法
廷
に
従
う
（actor sequitur forum

 rei

）』
と
い
う
原
則
の
下
に
設
け
ら
れ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ

規
則
第
二
条
の
例
外
規
定
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
な
る
べ
く
制
限
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
）
60
（

た
。

　

従
来
の
判
例
法
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
ま
ず
「Bier

規
則
」
に
言
及
し
、
そ
れ
を
支
持
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
）
61
（

た
。
本
件
で

は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
下
、
加
害
行
為
地
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
は
な
い
た
め
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
結
果
発
生
地
の
解
釈
に
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焦
点
を
絞
っ
）
62
（

た
。
次
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
不
法
行
為
に
つ
い
て
同
号
の
解
釈
が
問
題
と
な
っ
たeD

ate

事
）
63
（

件

お
よ
びW

intersteiger

事
）
64
（

件
に
留
意
し
つ
つ
、
以
下
の
三
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
に
い
う
結
果
発
生
地
の
意
味
は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
性
質
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
示
し
）
65
（

た
。
第

二
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
あ
る
特
定
の
加
盟
国
に
お
い
て
損
害
の
結
果
が
生
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
が
そ
の
加
盟

国
で
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
」
と
示
し
）
66
（

た
。
第
三
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「『
結
果
発
生
地
』
の
特
定
も
、
侵
害
に
関
す

る
主
張
が
十
分
に
立
証
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
に
最
も
適
し
た
裁
判
所
が
ど
こ
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
」
と
示
し

た
）
67
（

。

　

次
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
生
じ
た
損
害
の
結
果
発
生
地
を
特
定
す
る
た
め
に
、
人
格
権
侵
害
と
知
的
財
産
権

侵
害
を
区
別
し
た
こ
と
を
確
認
し
）
68
（

た
。
す
な
わ
ち
、「
人
格
権
は
す
べ
て
の
加
盟
国
で
保
護
さ
れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン

テ
ン
ツ
に
よ
る
人
格
権
侵
害
の
被
害
者
は
、
不
法
行
為
地
管
轄
に
基
づ
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ

る
各
加
盟
国
の
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
）
69
（

る
」。「
ま
た
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
当
該
裁
判
所
が
所
在
す
る
加
盟
国
の
領

域
で
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
管
轄
権
を
有
す
）
70
（

る
」。
他
方
、「
登
録
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
保
護
が
登
録
国
の
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い

る
知
的
財
産
権
の
侵
害
の
場
合
に
お
い
て
、
問
題
と
な
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
理
す
る
の
に
最
適
な
の
は
、
登
録
を
行
っ

た
加
盟
国
の
裁
判
所
で
あ
）
71
（

る
」。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
著
作
権
侵
害
の
場
合
に
お
い
て
前
述
し
た
判
例
に
よ
る
結
論
が
ど
の
程
度
当
て
は
ま
る
か
を
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
）
72
（

た
。

　

イ　

本
件
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て

　

本
件
に
お
け
る
結
果
発
生
地
の
解
釈
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
主
に
以
下
の
三
段
階
の
基
準
に
よ
り
判
断
し
た
。

　

第
一
段
階
と
し
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
著
作
権
に
関
す
る
属
地
主
義
の
原
則
を
確
認
し
た
。
具
体
的
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
著
作
権
は
、
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国
内
商
標
権
と
同
様
に
属
地
主
義
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
も
の
）
73
（

の
、
著
作
権
は
Ｅ
Ｕ
指
令2001

）
74
（

/29

（
以
下
「
Ｅ
Ｕ
情
報
社
会
指
令
」
と
い

う
）
の
効
果
に
よ
り
、
す
べ
て
の
加
盟
国
で
自
動
的
に
保
護
さ
れ
る
た
め
、
ど
の
加
盟
国
で
も
そ
の
準
拠
実
質
法
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の

著
作
権
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
確
認
し
た
（
以
下
で
は
「
法
廷
地
保
護
要
件
」
と
い
）
75
（

う
）。
ま
た
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
受
訴
裁
判

所
は
、
著
作
権
が
実
際
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
法
廷
地
の
実
質
法
に
よ
り
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
」
に
注
意
を
喚
起
し

て
い
）
76
（

る
。
さ
ら
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
管
轄
権
を
確
定
す
る
段
階
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
下
に
、
不
法
行
為

地
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
同
号
に
含
ま
な
い
、
訴
訟
の
本
案
審
理
に
お
け
る
固
有
の
基
準
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
示
し
）
77
（

た
。
そ

れ
ゆ
え
、「
本
件
は
、Pam

m
er

事
）
78
（

件
で
解
釈
さ
れ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
十
五
条
一
号
⒞
〔
消
費
者
事
件
に
お
け
る
管
）
79
（

轄
〕
と
異
な
り
、

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
で
は
特
に
侵
害
行
為
が
受
訴
裁
判
所
の
あ
る
加
盟
国
に
あ
る
公
衆
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
要
求
さ
れ
て
い
な
）
80
（

い
。」

　

第
二
段
階
と
し
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
結
果
発
生
地
の
特
定
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
受
訴
裁
判
所
所
在
国
が
侵
害
さ
れ

た
著
作
権
に
保
護
を
与
え
て
い
る
、
か
つ
、
当
該
加
盟
国
で
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
裁
判
所
は
当
該
事
件
に

対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
（
以
下
「
損
害
発
生
可
能
性
基
準
」
と
い
う
）」
と
示
し
）
81
（

た
。
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、

そ
れ
を
「
受
訴
裁
判
所
所
在
国
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
か
ら
、
侵
害
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
を
取
得
で

き
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
以
下
「
ア
ク
セ
ス
可
能
性
基
準
」
と
い
う
）」
と
し
）
82
（

た
。

　

第
三
段
階
と
し
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
結
果
発
生
地
の
裁
判
所
に
よ
る
審
理
範
囲
を
そ
の
地
で
生
じ
た
損
害
に
限
定
し
）
83
（

た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
及
び
属
地
主
義
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
他
の
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
加
盟
国
に
お
い
て
生
じ
た
損
害
を
判
断
す
る
権
限
を
有
し
、
当
該
加
盟
国
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
上
で
最
も
適
し
た
立
場
に
あ
り
、
ま
た
、
生
じ
た
損
害
の
性
質
を
判
断
す
る
上
で
最
も
適
し
た
立
場
に
あ
る
た
め
、
仮
に
受

訴
裁
判
所
が
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
も
管
轄
権
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
同
裁
判
所
が
こ
れ
ら
の
国
の
裁
判
所
に
代
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わ
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
説
明
し
）
84
（

た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
質
問
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
回

答
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
受
訴
裁
判
所
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
著
作
権
の
侵
害
に
つ
い
て
、
第
二
の
加
盟
国
で
設
立
さ
れ

た
会
社
は
、
そ
の
国
で
当
該
著
作
物
を
複
製
し
、
そ
の
後
、
当
該
著
作
物
の
複
製
物
を
第
三
の
加
盟
国
の
会
社
に
よ
る
販
売
に
提
供
し
、

か
つ
、
当
該
販
売
が
受
訴
裁
判
所
の
加
盟
国
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
を
通
じ
る
場
合
に
お
い
て
、
受
訴
裁
判
所

は
、
著
作
権
者
が
第
二
の
加
盟
国
に
あ
る
会
社
を
相
手
取
っ
て
提
起
し
た
著
作
権
侵
害
訴
訟
を
審
理
す
る
権
限
を
有
す
る
と
解
釈
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
受
訴
裁
判
所
は
、
そ
の
所
在
す
る
加
盟
国
に
お
い
て
生
じ
た
損
害
の
み
を
審
理
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
に

過
ぎ
な
い
」
と
い
）
85
（

う
。

2
　H

i H
otel v. Spoering

事
）
86
（
件

　

⑴　

事
実
の
概
要

　

ド
イ
ツ
の
写
真
家
で
あ
る
原
告Spoering

は
、
彼
が
撮
影
し
た
フ
ラ
ン
ス
のH

i H
otel H

CF

の
内
部
写
真
（
以
下
「
本
件
写
真
」
と
い

う
）
に
つ
い
て
、
ホ
テ
ル
の
宣
伝
目
的
に
限
り
、
そ
の
利
用
を
被
告
会
社H

i H
otel H

CF

に
許
諾
し
た
。Spoering

は
、
本
件
写
真
が

ド
イ
ツ
の
本
屋
で
販
売
さ
れ
て
い
る
「Innenarchitekturw

eltw
eit

」
と
い
う
本
（
そ
の
出
版
社
は
ド
イ
ツ
で
設
立
さ
れ
たPhaidon-Verlag

で
あ
る
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
、H

i H
otel

が
本
件
写
真
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
著
作

権
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
著
作
権
侵
害
行
為
に
基
づ
く
差
止
請
求
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
し

た
。
被
告H

i H
otel

は
、Phaidon-Verlag

は
フ
ラ
ン
ス
に
も
事
業
所
が
あ
り
、
本
件
写
真
を
フ
ラ
ン
ス
に
あ
るPhaidon-Verlag

社

に
提
供
す
る
と
き
に
、
当
該
出
版
社
が
本
件
写
真
を
そ
の
ド
イ
ツ
の
子
会
社
に
転
送
す
る
こ
と
を
予
測
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
の

裁
判
所
は
本
件
に
関
し
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
主
張
し
た
。
第
一
審
裁
判
所
は
国
際
裁
判
管
轄
が
あ
る
と
し
た
上
で
原
告
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Spoering

の
請
求
を
認
め
、
そ
し
てH

i H
otel

の
控
訴
は
棄
却
さ
れ
た
た
め
、H

i H
otel

は
本
件
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所

（Bundesgerichtshof

） 

に
上
訴
し
た
。

　

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
に
基
づ
い
て
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
権
が
確
立
さ
れ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
不
明
で
あ
る
と
し
）
87
（

た
。
ま
た
、
同
裁
判
所
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
裁
判
所
の

国
際
裁
判
管
轄
は
、H

i H
otel

が
、
著
作
権
を
侵
害
し
て
ド
イ
ツ
国
内
で
本
件
写
真
を
頒
布
し
た
ド
イ
ツ
のPhaidon-Verlag

に
写
真

を
引
き
渡
す
こ
と
で
こ
れ
を
協
力
し
た
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
）
88
（

た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
対
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
に
い
う
「
損
害
を

も
た
ら
す
事
実
が
生
じ
た
地
も
し
く
は
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
地
（the place w

here the harm
ful event occurred or m

ay occur

）（
す
な

わ
ち
、「
不
法
行
為
地
」）
を
、
主
張
さ
れ
た
加
害
行
為
が
他
の
加
盟
国
（
加
盟
国
Ｂ
）
で
行
わ
れ
、
最
初
の
加
盟
国
（
加
盟
国
Ａ
）
で
行
わ
れ

た
加
害
行
為
（
主
要
行
為
）
に
関
与
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
は
あ
る
加
盟
国
（
加
盟
国
Ａ
）
で
発
生
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
べ
き
か
（
以
下
「
本
件
質
問
」
と
い
う
）」
に
つ
い
て
先
決
裁
定
を
求
め
）
89
（

た
。
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
法
務
官
意
見
を
諮

問
す
る
こ
と
な
）
90
（

く
、
二
〇
一
四
年
四
月
三
日
に
裁
定
を
下
し
た
。

　

⑵　

先
決
裁
定

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
本
件
質
問
を
「
加
盟
国
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
著
作
権
を
侵
害
す
る
当
事
者
が
多
数
存
在
す
る
場
合
に
、
本
条
の

規
定
に
よ
り
、
法
廷
地
裁
判
所
の
管
轄
領
域
外
で
著
作
権
侵
害
行
為
を
行
っ
た
当
事
者
に
対
し
管
轄
権
を
有
す
る
と
解
釈
す
べ
き
か
」
と

い
う
内
容
に
改
め
）
91
（

た
。

　

ア　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
関
す
る
一
般
原
則
お
よ
び
判
例
法

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Pinckney

事
件
裁
定
と
ほ
ぼ
同
様
に
、M

elzer

事
）
92
（

件
に
言
及
し
つ
つ
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈

に
関
す
る
一
般
原
則
に
つ
い
て
説
明
し
）
93
（

た
。
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イ　

本
件
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て

　

本
件
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
ま
ず
、
被
告
は
ド
イ
ツ
で
著
作
権
侵
害
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
加
害
行
為
地
を
根
拠
と
し
て
、

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
管
轄
権
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
し
）
94
（

た
。
そ
こ
で
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Pinckney

事
件
と
同
様
に
、
結

果
発
生
地
に
関
す
る
解
釈
に
焦
点
を
絞
っ
た
。
本
件
で
は
、Pinckney

事
件
と
は
異
な
り
、
侵
害
さ
れ
た
著
作
物
で
あ
る
本
件
写
真
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
ド
イ
ツ
の
本
屋
で
販
売
さ
れ
る
書
籍
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
裁
判

所
の
管
轄
権
に
つ
い
て
判
断
す
る
際
に
は
、Pinckney

事
件
で
確
立
さ
れ
た
基
準
（
以
下
「Pinckney

規
則
」
と
い
う
）
が
採
用
さ
れ
た
。

　

Pinckney

規
則
の
第
一
段
階
と
同
様
に
、
本
件
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
ま
ず
侵
害
さ
れ
た
著
作
権
が
Ｅ
Ｕ
情
報
社
会
指
令
に
従

い
ド
イ
ツ
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
）
95
（

た
。
第
二
段
階
と
し
て
、
結
果
発
生
地
の
特
定
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
被

告
が
フ
ラ
ン
ス
の
出
版
社Phaidon-Verlag

に
本
件
写
真
を
提
供
す
る
こ
と
は
、
本
件
写
真
が
複
製
さ
れ
、
ま
た
は
頒
布
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
法
廷
地
国
に
お
い
て
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
」
と
判
断
し
）
96
（

た
。
最
後
に
第
三
段
階
と
し
て
、
受
訴
裁

判
所
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
審
理
範
囲
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
受
訴
裁
判
所
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
保
護
が
当
該

加
盟
国
に
お
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
限
り
、
損
害
の
発
生
場
所
に
基
づ
い
て
受
理
し
た
裁
判
所
は
、
当
該
加
盟
国
の
領
域
内
で
生
じ
た
損

害
に
つ
い
て
の
み
裁
判
権
を
有
す
）
97
（

る
」
と
述
べ
、「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
お
よ
び
属
地
主
義
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
他
の
加

盟
国
の
裁
判
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
加
盟
国
に
お
い
て
生
じ
た
損
害
を
判
断
す
る
権
限
を
有
し
、
当
該
加
盟
国
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
著
作

権
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
上
で
最
も
適
し
た
立
場
に
あ
り
、
ま
た
、
生
じ
た
損
害
の
性
質
を
判
断
す
る
上
で
最
も
適
し
た

立
場
に
あ
る
」
と
説
明
し
た
上
で
、
同
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
で
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
断
し
）
98
（

た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
る
質
問
に
対
し
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
加
盟
国
の
保
護
を
受
け
て
い
る
著
作
権
を
侵

害
し
た
者
が
多
数
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
る
当
事
者
が
法
廷
地
国
で
侵
害
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
き
は
、『
加
害
行
為
地
』
を

要
素
と
し
て
受
訴
裁
判
所
の
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
結
果
発
生
地
』
を
要
素
と
し
て
受
訴
裁
判
所
の
管
轄
権
を
認
め
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る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
、
同
裁
判
所
に
よ
る
審
理
範
囲
は
、
法
廷
地
国
で
生
じ
た
損
害
に
限
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
」
と
し
）
99
（

た
。

3
　P

ez H
ejduk v. E

nergieA
gentur.N

R
W
 G
m
bH

事
）
100
（
件

　

⑴　

事
実
の
概
要

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
居
住
し
て
い
る
プ
ロ
の
写
真
家
で
あ
るH

ejduk

は
、
彼
女
が
撮
影
し
た
特
定
の
建
物
の
写
真
（
以
下
「
本
件
写
真
」

と
い
う
）
が
ド
イ
ツ
のEnergieAgentur

社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
表
示
お
よ
び
ダ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
こ
と
に
気
付
き
、EnergieAgentur

社
を
相
手
取
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
に
、
著
作
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
合
わ
せ
て
裁
判
の
費
用
を
被

告
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。
被
告EnergieAgentur

社
は
、
自
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
ド
イ
ツ
の
国
別
コ
ー
ド
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル

ド
メ
イ
ン
で
あ
る
「
de
」
を
使
用
し
て
い
た
た
め
、
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
は
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
主
張
し
た
。

　

ウ
ィ
ー
ン
商
事
裁
判
所
（H
andelsgericht W

ien
）
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
対
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て
、

以
下
の
質
問
に
関
す
る
回
答
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、「
著
作
権
侵
害
と
な
る
写
真
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
著
作
権
者
が
居
住
す
る
国
以
外
の
加
盟
国
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
の
下
に
運
営
さ
れ
て
い
る
時
に
、
加
害
者

が
設
立
さ
れ
た
加
盟
国
の
裁
判
所
の
み
が
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
そ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に

よ
っ
て
意
図
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
加
盟
国
の
裁
判
所
の
み
が
国
際
裁
判
管
轄
を
有
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
）
101
（

る
。

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
こ
う
し
た
質
問
を
、「
受
訴
裁
判
所
所
在
国
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
受
訴
裁
判
所
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
に
基
づ
く
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
か

否
か
」
に
改
め
）
102
（

た
。
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⑵　

法
務
官
意
見

　

法
務
官Cruz V

illalón

は
、
ま
ず
、
本
件
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
た
著
作
物
で
あ
る
本
件
写
真
の
オ
ン
ラ
イ
ン
頒
布
は
、
場
所
を
特
定

す
る
こ
と
が
困
難
な
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
た
）
103
（

め
、
こ
の
よ
う
な
損
害
に
つ
い
て
は
、
特
にPinckney

事
件
と
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と

主
張
し
）
104
（

た
。
次
に
、
彼
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
生
ず
る
こ
の
よ
う
な
損
害
に
つ
い
て
、Pinckney

事
件
裁
定
の
よ
う
に
属
地

主
義
の
原
則
を
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
）
105
（

た
。
さ
ら
に
、
彼
は
、Pinckney

事
件
に
お
け
る
先
決
裁
定
の
基
準
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、

法
的
安
定
性
を
損
な
い
、
ま
た
、
紛
争
と
法
廷
地
と
の
密
接
関
連
性
原
則
に
も
応
え
な
い
恐
れ
が
あ
る
と
指
摘
し
）
106
（

た
。
そ
れ
に
代
わ
り
、

彼
は
、
被
告
の
住
所
地
ま
た
は
加
害
行
為
地
の
裁
判
所
に
の
み
、
事
件
に
対
す
る
管
轄
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
）
107
（

た
。
な
お
、

彼
は
、
侵
害
行
為
が
特
に
一
つ
ま
た
は
複
数
の
他
の
加
盟
国
に
向
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
別
の
要
素
に
よ
っ
て
管
轄
権
の
有
無
を
判
断
す

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
）
108
（

が
、
本
件
の
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
、
そ
の
可
能
性
を
論
じ
る
必
要
が
な
い
と
述
べ
）
109
（

た
。

　

⑶　

先
決
裁
定

　

ア　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
関
す
る
一
般
原
則
お
よ
び
判
例
法

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Coty

事
）
110
（

件
に
言
及
し
つ
つ
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
関
す
る
一
般
原
則
に
つ
い
て
説
明
し
）
111
（

た
。

　

イ　

本
件
に
お
け
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て

　

本
件
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
ま
ず
、W

intersteiger
事
件
裁
定
を
踏
襲
し
、
加
害
行
為
地
を
被
告
の
本
拠
が
置
か
れ
て
い
る
ド

イ
ツ
に
特
定
し
）
112
（

た
。
そ
れ
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
写
真
を
表
示
す
る
技
術
的
プ
ロ
セ
ス
を
「
損
害
を
与
え
る
事
実
」
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
）
113
（

る
。

　

次
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「Pinckney

規
則
」
に
従
っ
て
結
果
発
生
地
を
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
裁
判
所
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、

侵
害
さ
れ
た
著
作
権
が
Ｅ
Ｕ
情
報
社
会
指
令
に
従
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
）
114
（

た
。
た
だ
し
、
こ
の
点

に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
著
作
権
は
、
特
に
指
令2001/29

に
従
っ
て
す
べ
て
の
加
盟
国
に
お
い
て
自
動
的
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
属
地
主
義
の
原
則
に
従
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
注
意
を
喚
起
し
）
115
（

た
。
第
二
段
階
と

し
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、「
本
件
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
に
い
う
結
果
発
生
地
の
解
釈
に
つ
い
て
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
、
受
訴
裁
判
所
所
在
国
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
と
は
無
関
係
で
あ
）
116
（

る
」
と
述
べ
て
「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
理
論
」

を
否
定
し
つ
つ
、「
法
廷
地
国
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
本
件
写
真
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
」
判
断
し
）
117
（

た
。
第
三
段
階
と
し
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
従
来
の
立
場
と
同
様
に
、

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
お
よ
び
属
地
主
義
の
原
則
に
従
い
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
裁
判
所
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
生
じ
た
損
害
に

つ
い
て
の
み
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
断
し
）
118
（

た
。

　

最
後
に
、
ウ
ィ
ー
ン
商
事
裁
判
所
に
よ
る
諮
問
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
法
廷
地
国
の
保
護
を
受
け
て
い
る
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
の
下
に
、
法
廷
地
国
か
ら
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
侵
害
さ
れ
た
著
作
物
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
地
に
お
い
て
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
な
し
、
法
廷
地
の
裁
判
所
が
同
地
で
生
じ
た
損
害
に

対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
示
し
）
119
（

た
。

四　

欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
の
判
例
の
分
析

　

以
下
で
は
、
第
三
章
で
紹
介
し
た
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
判
例
の
状
況
を
踏
ま
え
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
国
際

裁
判
管
轄
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
ま
と
め
た
上
で
分
析
す
る
。

㈠　

欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
に
よ
る
判
断
基
準
の
整
理

　

Pinckney

事
件
で
確
立
さ
れ
た
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
判
断
基
準
（
す
な
わ
ち
、「Pinckney
規
則
」）
は
、
そ
の
後
のH

i H
otel

事
件
お
よ
び
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Pez H
ejduk

事
件
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。「Pinckney

規
則
」
は
、
①
著
作
権
の
属
地
主
義
の
原
則
に
基
づ
き
、
侵
害
さ
れ
た

著
作
権
が
法
廷
地
国
の
保
護
を
受
け
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
（
法
廷
地
保
護
要
件
）、
②
損
害
発
生
可
能
性
基
準
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

介
し
た
著
作
権
侵
害
の
場
合
に
は
ア
ク
セ
ス
可
能
性
基
準
）
を
採
用
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
（
改
正
前
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則

第
五
条
三
号
）
に
従
っ
て
法
廷
地
裁
判
所
の
管
轄
権
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
、
③
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
の
趣
旨
お
よ
び

著
作
権
の
属
地
主
義
の
原
則
を
根
拠
と
し
て
、
モ
ザ
イ
ク
理
論
を
採
用
し
、
受
訴
裁
判
所
の
審
理
範
囲
を
受
訴
裁
判
所
所
在
地
国
で
生
じ

た
損
害
に
制
限
す
る
こ
と
、
と
い
う
三
段
階
の
判
断
基
準
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
判
断
基
準
に
は
、
主
に
以
下
の
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
著
作
権
の
属
地
主
義
の
原
則
が
著
作
権
侵
害
の

国
際
裁
判
管
轄
の
判
断
に
与
え
る
影
響
を
明
確
化
し
た
。
こ
の
点
は
、「Pinckney

規
則
」
の
第
一
段
階
お
よ
び
第
三
段
階
の
判
断
基
準

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
の
判
断
に
お
い
て
は
、
著
作
権
の
属
地
主
義
の
観
点
か
ら
、
著
作
権
は
原
則
的
に
各

国
の
実
質
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
保
護
が
当
該
加
盟
国
の
領
域
内
の
み
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
受
訴
裁
判
所
所
在

地
国
が
著
作
権
侵
害
の
結
果
発
生
地
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
に
、
侵
害
さ
れ
た
著
作
権
が
そ
の
加
盟
国
の
「
保
護
」
を
受
け
て
い

る
か
を
最
初
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
他
方
、
第
三
段
階
の
判
断
に
お
け
る
モ
ザ
イ
ク
理
論
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
（
改
正
前
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
）
お
よ
び
属
地
主
義
の
原
則
が
明
確
な
根
拠
と
さ
れ
た
。

第
二
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
（
改
正
前
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
）
の
結
果
発
生
地
に
関
す
る

解
釈
に
つ
い
て
詳
細
に
判
断
し
た
。
具
体
的
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
著
作
権
侵
害
の
場
合
（Pinckney

事
件
お
よ
びPez 

H
ejduk

事
件
）
に
お
い
て
は
、
損
害
発
生
可
能
性
基
準
お
よ
び
ア
ク
セ
ス
可
能
性
基
準
を
採
用
し
、
侵
害
さ
れ
た
著
作
物
の
コ
ン
テ
ン
ツ

ま
た
は
販
売
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
受
訴
裁
判
所
所
在
国
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
裁
判
所
の
管
轄
権
を
認
め
る
。
他
方
で
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
さ
な
い
著
作
権
侵
害
の
場
合
（H

i H
otel

事
件
）
に
お
い
て
は
、
損
害
発
生
可
能
性
基
準
を
採
用
し
、
著
作
物
の

提
供
な
ど
の
事
実
に
よ
り
、
法
廷
地
国
に
お
い
て
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
法
廷
地
国
の
裁
判
所
に
管
轄
権
を
認
め
る
。
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㈡　

欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
に
よ
る
判
断
基
準
の
分
析

1
　
法
廷
地
保
護
要
件
に
つ
い
て

　

著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
法
廷
地
保
護
要
件
は
、
確
か
に
実
質
法
に
お
け
る
著
作
権
の
属
地
主
義
の
原
則
を
尊
重
し

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
そ
の
基
準
に
つ
い
て
概
括
的
に
解
釈
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
中
身
に
は
概
念
的
ま
た
は

論
理
的
な
不
明
確
さ
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
特
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
学
説
か
ら
の
批
判
が
数
多
く
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

Ｅ
Ｕ
に
は
著
作
権
侵
害
に
関
し
て
直
接
適
用
可
能
な
規
則
（Regulation

）
が
存
在
し
な
い
た
め
、
理
論
的
に
は
Ｅ
Ｕ
情
報
社
会
指
令
に

よ
り
著
作
権
が
各
加
盟
国
で
自
動
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
批
判
が
あ
）
120
（

る
。
ま
た
、H

i H
otel

事
件
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、

侵
害
さ
れ
た
著
作
権
が
Ｅ
Ｕ
情
報
社
会
指
令
に
従
い
ド
イ
ツ
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
よ
れ

ば
）
121
（

、
本
件
著
作
物
は
「
写
真
（Lichtbilder
）」
と
し
て
著
作
隣
接
権
の
範
囲
内
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
情
報
社
会
指
令
の
保

護
を
受
け
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
）
122
（

る
。

　

他
方
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
に
お
け
る
予
測
可
能
性
の
確
保
や
適
切
な
司
法
運
営
と
い
う
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
法
廷
地

保
護
要
件
の
適
用
が
ど
れ
ほ
ど
積
極
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
な
の
か
は
議
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
作
権
に
関
す
る
実
質
法
レ
ベ

ル
に
お
け
る
著
作
権
が
統
一
さ
れ
な
い
限
り
、
法
廷
地
保
護
要
件
に
基
づ
き
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
は
、
複
数
の
裁
判
所

に
よ
る
管
轄
権
の
競
合
を
も
た
ら
し
、
当
事
者
に
よ
る
予
測
可
能
性
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
一
方
、
適
切
な
司
法
運
営
の
実
現
に
も
適
し

な
い
と
い
う
批
判
が
あ
）
123
（

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
が
法
廷
地
保
護
要
件
の
採
用
を
明
確
化
し
な
が
ら
も
、
そ
の
中
身
に
つ

い
て
よ
り
緩
や
か
な
解
釈
を
採
っ
て
い
た
の
は
、
知
的
財
産
法
の
属
地
主
義
の
原
則
と
国
際
民
事
手
続
法
独
自
の
管
轄
基
礎
概
念
上
の
価

値
対
立
を
調
和
し
よ
う
と
い
う
趣
旨
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
的
財
産
法
の
観
点
か
ら
、
著
作
権
は
国
ご
と
に
独

立
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
た
め
、
主
張
さ
れ
た
著
作
権
が
あ
る
国
の
実
質
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
国
際
裁
判
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管
轄
に
つ
い
て
判
断
す
る
際
に
そ
の
国
で
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
国
際
民
事
手
続
法
の
観
点
か
ら
、

著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
地
を
判
断
す
る
際
に
実
質
法
上
の
基
準
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
国
際
民
事
手
続

法
自
体
の
基
準
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
損
害
発
生
可
能
性
基
準
お
よ
び
ア
ク
セ
ス
可
能
性
基
準

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
が
著
作
権
侵
害
事
案
に
お
い
て
採
用
し
て
い
る
損
害
発
生
可
能
性
基
準
お
よ
び
ア
ク
セ
ス
可
能
性
基
準
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
の
趣
旨
と
の
関
係
で
、
予
測
可
能
性
、
紛
争
と
裁
判
所
と
の
関
連
性
お
よ
び
利
益
衡
量
の
観
点
か
ら
、

学
説
上
多
く
の
議
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
に
よ
り
、
著
作
権
侵
害
が
問
題
と
な
る
著
作
物
ま

た
は
コ
ン
テ
ン
ツ
は
各
国
に
容
易
に
広
め
う
る
し
、
同
基
準
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
は
い
ず
れ
の
加
盟
国
に
お
い
て
も
訴
え
ら

れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
被
告
に
と
っ
て
い
ず
れ
の
国
で
訴
え
ら
れ
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
は
常
に
困
難
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
）
124
（

る
。

ま
た
、
当
該
紛
争
と
裁
判
所
と
の
関
連
性
は
、
単
に
そ
こ
で
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
の
み
で
あ

る
た
め
、
裁
判
所
が
当
該
紛
争
を
審
理
す
る
最
適
な
裁
判
所
で
あ
る
と
は
評
価
し
得
な
い
と
の
批
判
も
あ
）
125
（

る
。
さ
ら
に
、
同
基
準
の
み
に

よ
っ
て
管
轄
権
を
肯
定
す
る
と
す
れ
ば
、
実
際
に
は
法
廷
地
国
で
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
中
身
の
な
い
管
轄
権

（em
pty jurisdict

）
126
（ion

）」
を
認
め
る
こ
と
に
な
）
127
（

り
、
ひ
い
て
は
、
過
剰
管
轄
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
高
ま
る
と
の
批
判
も
あ
）
128
（

る
。

3
　
モ
ザ
イ
ク
理
論
に
つ
い
て

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Shevill

事
件
に
お
い
て
モ
ザ
イ
ク
理
論
を
確
立
し
た
後
、
同
理
論
をeD

ate

事
件
お
よ
びW

intersteiger

事
件
に
も

適
用
し
た
。
学
説
上
は
、
そ
れ
を
支
持
す
る
見
解
が
あ
る
一
方
で
、
ド
イ
ツ
で
は
特
に
「
裁
判
籍
の
細
分
化
（G

erichtsstandzersplitterung

）

の
問
題
」
を
根
拠
に
、
同
理
論
は
強
く
批
判
さ
れ
て
き
）
129
（

た
。
そ
の
後
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
国
際
的
な
著
作
権
侵
害
に
関
す
るPinckney

事
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件
、H

i hotel

事
件
お
よ
びPez H

ejduk

事
件
に
お
い
て
、
モ
ザ
イ
ク
理
論
を
著
作
権
侵
害
の
場
合
に
も
適
用
し
た
。

　

こ
こ
で
い
く
つ
か
の
点
は
注
意
に
値
す
る
。
第
一
に
、「Pinckney

規
則
」
はShevill

事
件
裁
定
か
ら
確
立
さ
れ
た
モ
ザ
イ
ク
理
論
を

採
用
し
て
は
い
る
も
の
の
、「Pinckney

規
則
」
に
お
け
る
同
理
論
を
採
用
す
る
根
拠
とShevill

事
件
裁
定
に
お
け
る
根
拠
に
は
相
違
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、Shevill

事
件
裁
定
に
お
い
て
は
、
モ
ザ
イ
ク
理
論
が
採
用
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
結
果
発
生
地
の
裁
判
所
が
そ
の

地
で
行
わ
れ
た
名
誉
毀
損
を
評
価
し
、
そ
の
損
害
の
範
囲
を
決
定
す
る
の
に
最
適
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
130
（

た
。
他
方
、Pinckney

事
件
裁
定
に
お
い
て
は
、Shevill

事
件
裁
定
で
挙
げ
ら
れ
た
前
述
の
根
拠
の
ほ
か
、
著
作
権
の
属
地
主
義
の
原
則
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
経
済
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
、
国
際
私
法
に
お
け
る
著
作
権
の
属
地
主
義
の
原
則
の
役
割
に

つ
い
て
の
議
論
が
高
ま
る
中
で
、「
訴
訟
手
続
の
効
率
化
の
促
進
」
は
、
国
際
私
法
に
お
け
る
一
つ
の
原
則
と
し
て
、
知
的
財
産
権
に
固

有
の
属
地
主
義
の
原
則
を
制
限
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
）
131
（

る
。

　

第
二
に
、Shevill

事
件
裁
定
に
お
い
て
は
、
モ
ザ
イ
ク
理
論
の
適
用
と
と
も
に
、
同
一
事
件
が
複
数
の
国
の
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る

こ
と
か
ら
生
ず
る
不
利
益
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
は
被
告
の
住
所
地
ま
た
は
加
害
行
為
地
で
あ
る
出
版
社
の
業
務
地
で
全
請
求
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
）
132
（

た
。
こ
の
点
に
つ
き
、Pinckney

事
件
裁
定
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
結
果
発
生
地
の
解
釈
に

つ
い
て
主
に
検
討
し
て
い
た
が
、
加
害
行
為
地
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
管
轄
権
を
持
つ
裁
判
所
は
全
損
害
に
つ
い
て
審
理
す
る
権
限
が
あ

る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
判
断
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
特
別
管
轄
規
則
の
下
で
、
全
損
害
を
審
理
す
る
権
限
を
裁
判
所
に

付
与
す
る
必
要
性
と
属
地
主
義
の
原
則
と
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
正
面
か
ら
説
明
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

第
三
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
著
作
物
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
頒
布
す
る
こ
と
に
よ
り
著
作
権
侵
害
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所

が
そ
こ
で
生
じ
た
損
害
を
如
何
に
定
量
化
し
評
価
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
）
133
（

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、H

i hotel

事
件
に
お
け
る

法
務
官
意
見
で
、
法
務
官Cruz V

illalón

は
、
こ
の
種
の
著
作
権
侵
害
を
、
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
損
害
と
定
義
）
134
（

し
、
こ
う

し
た
損
害
に
つ
い
て
、
そ
の
発
生
し
た
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
た
め
、Pinckney

事
件
と
は
区
別
す
る
必
要
が
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あ
り
、
結
果
発
生
地
と
い
う
基
準
に
よ
り
管
轄
権
を
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
）
135
（

た
。
さ
ら
に
、
学
説
上
は
、
こ
の
よ
う
な
損
害
が

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
ア
ク
セ
ス
可
能
性
基
準
お
よ
び
モ
ザ
イ
ク
理
論
の
適
用
は
、
訴
訟
の
断
片
化
（fragm

entation of litigation

）
を

も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
の
批
判
が
あ
）
136
（

る
。
適
切
な
司
法
運
営
の
観
点
か
ら
、
訴
訟
の
断
片
化
に
よ
っ
て
、
訴
訟
コ
ス
ト
が
増
加
す
る

こ
と
、
判
決
が
調
和
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
や
被
告
が
予
測
で
き
な
い
法
廷
地
で
訴
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て

い
）
137
（

る
。
ま
た
、
公
共
の
利
益
の
観
点
か
ら
、
訴
訟
の
断
片
化
は
、
デ
ジ
タ
ル
経
済
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
）
138
（

る
。
さ
ら

に
、
著
作
権
の
保
護
に
関
す
る
手
続
が
効
率
的
で
な
け
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
個
人
や
企
業
の
創
造
性
を
制
限
し
、
取
引
を
妨
げ
る
恐
れ

が
あ
る
と
の
批
判
も
あ
）
139
（

る
。

4
　
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
損
害
の
発
生
に
つ
い
て

　

Pinckney

事
件
お
よ
びH

i hotel
事
件
に
お
い
て
は
、
損
害
は
被
告
に
よ
る
行
為
で
は
な
く
、
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
た

め
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
（
改
正
前
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
）
の
下
で
、
第
三
者
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
損
害

に
基
づ
き
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Pinckney

事
件
お
よ
びH

i hotel

事
件
に

お
い
て
、
こ
の
点
を
特
に
問
題
と
は
し
て
お
ら
ず
、
特
段
の
言
及
は
し
て
い
な
）
140
（

い
。
学
説
上
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
断
に
つ
い
て
、
管
轄
原

因
と
な
る
損
害
が
被
告
の
行
為
に
よ
っ
て
法
廷
地
国
で
直
接
生
じ
た
損
害
に
関
連
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
たD

u

）
141
（

m
ez

お
よ
び

M
arinari

事
件
裁
）
142
（

定
に
従
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
）
143
（

る
。

五　

結
語
お
よ
び
残
さ
れ
た
問
題

　

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
が
確
立
し
た
「Pinckney

規
則
」
は
、
基
本
的
に
国
際
民
事
手
続
法
独
自
の
管
轄
基
礎
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
著
作
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権
の
属
地
主
義
の
原
則
に
も
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
同
規
則
は
、
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
断
基
準
を
定

式
化
し
た
た
め
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
の
解
釈
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
学
説
上
の
批
判
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
著
作
権
侵
害
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
ユ
ビ
キ
タ

ス
侵
害
の
場
合
に
お
け
る
「Pinckney

規
則
」
の
適
用
は
、
適
切
な
司
法
運
営
や
被
告
の
予
測
可
能
性
を
阻
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
モ
ザ
イ
ク
理
論
に
よ
る
審
理
範
囲
の
限
定
に
つ
い
て
も
、
法
廷
地
で
生
じ
た
損
害
を
定
量
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、「Pinckney

規
則
」
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
、
学
説
上
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
①
損
害
発
生
可
能
性
基
準
・
ア
ク
セ
ス

可
能
性
基
準
を
い
か
に
制
限
的
に
解
釈
す
べ
き
か
（
第
三
者
に
よ
る
損
害
の
問
題
を
も
含
め
る
）、
②
結
果
発
生
地
の
裁
判
所
の
中
か
ら
一
つ

の
裁
判
所
に
絞
っ
て
全
損
害
を
審
理
す
る
権
限
を
付
与
す
べ
き
か
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

他
方
で
、
本
稿
で
紹
介
・
分
析
し
た
三
つ
の
先
決
裁
定
の
事
件
類
型
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
そ

れ
を
考
慮
せ
ず
、
一
律
に
「Pinckney
規
則
」
を
採
用
し
て
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「Pinckney

規
則
」
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
有
体
物
を
販
売
す
る
類
型
の
事
案
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、Pez 

H
ejduk

事
件
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
無
体
物
を
頒
布
す
る
類
型
の
事
案
やH

i hotel

事
件
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介

さ
な
い
著
作
権
侵
害
類
型
の
事
案
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
、Pinckney

事
件
裁
定
の
射
程
の
範
囲

が
い
か
な
る
事
件
類
型
に
及
び
、
ま
た
、
及
ば
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
介
し
た
著
作
権
侵
害
の
場
合
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
さ
な
い
著
作
権
侵
害
の
場
合
と
は
、
損
害
発
生
可
能
性
基
準
あ
る
い
は

ア
ク
セ
ス
可
能
性
基
準
に
よ
っ
て
結
果
発
生
地
と
な
り
う
る
法
廷
地
の
候
補
の
数
が
決
し
て
同
レ
ベ
ル
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
適

切
な
司
法
運
営
と
い
う
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
を
類
型
化
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿

で
特
に
強
調
し
た
い
の
は
、
著
作
権
侵
害
事
案
を
類
型
化
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
よ
り
適
切
な
理
論
に
従
っ
て
解
決
を
求
め
る
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
著
作
権
侵
害
結
果
の
拡
散
性
を
基
準
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
著
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作
権
侵
害
を
、
Ａ
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
さ
な
い
著
作
権
侵
害
（
財
産
権
と
人
格
権
を
含
む
）、
Ｂ
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
有
体

著
作
物
に
つ
い
て
の
著
作
財
産
権
侵
害
、
Ｃ
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
無
体
著
作
物
に
対
す
る
著
作
財
産
権
侵
害
と
い
う
三
つ
の
場

合
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
Ｄ
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
著
作
者
人
格
権
侵
害
を
第
四
の
場
合
と
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　

な
お
、
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
近
時
の
学
説
上
の
議
論
お
よ
び
最
近
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
判
例
の

中
に
も
参
考
に
値
す
る
も
の
が
多
数
存
在
す
る
が
、
本
稿
の
紙
幅
の
都
合
上
、
学
説
や
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
判
例
の
紹
介
お
よ
び
詳
細
な
分
析

は
次
の
論
文
に
委
ね
、
よ
り
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
た
上
で
日
本
法
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）  Case C -170/12 Peter Pinckney v. KD

G
 M

ediatech AG
 ﹇2013

﹈ ECLI:EU
:C:2013:635.

（
2
）  Case C -387/12 H

i H
otel H

CF SA
RL v. U

we Spoering ﹇2014

﹈ ECLI:EU
:C:2014:215.

（
3
）  Case C -441/13 Pez H

ejduk v. EnergieA
gentur. N

RW
 G

m
bH

 ﹇2015

﹈ ECLI:EU
:C:2015:28.

（
4
）  

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
七
条
二
号
（
改
正
前
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
第
五
条
三
号
）
に
関
す
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
先
決
裁
定
を
紹
介
し
た
文
献
と

し
て
、
岡
本
善
八
「
わ
が
国
際
私
法
事
件
に
お
け
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
裁
判
管
轄
条
約
㈡
」
同
志
社
法
学
第
二
九
巻
五
号
（
一
九
七
八
）
二
三
頁
以
下
、
石

黒
一
憲
『
国
境
を
越
え
る
環
境
汚
染
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
一
）
八
七
頁
以
下
、
中
西
康
「
出
版
物
に
よ
る
名
誉
毀
損
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
に

関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
一
九
九
五
年
三
月
七
日
判
決
に
つ
い
て
」
法
学
論
叢
第
一
四
二
巻
五
号
＝
六
号
（
一
九
九
八
）
一
八
一
頁
、
芳
賀
雅
顯

「
名
誉
毀
損
の
国
際
裁
判
管
轄
」
櫻
井
雅
夫
編
『
Ｅ
Ｕ
法
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
諸
問
題
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
二
）
四
三
五
頁
以
下
、
同
「
名
誉
毀

損
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
＝
石
渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
五
）
九
五
頁
以
下
、
木
川
裕
一
郎
「
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
五
条
三
号
に
よ
る
不
法
行
為
地
の
国
際
裁
判
管
轄
」
石
川
明
＝
石
渡
哲
編
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
法
判
例
』（
信
山
社
、
二

〇
〇
五
）
八
三
頁
以
下
、
長
田
真
里
「
損
害
多
発
型
不
法
行
為
事
件
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄

―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
か
ら
の
示

唆

―
」
大
阪
外
国
語
大
学
国
際
関
係
講
座
編
『
国
際
関
係
の
多
元
的
研
究

―
東
泰
介
教
授
退
官
記
念
論
文
集

―
』（
大
阪
外
国
語
大
学
国

際
関
係
講
座
、
二
〇
〇
四
）
三
八
七
頁
以
下
、
多
田
望
「
不
法
行
為
地
管
轄
」
国
際
私
法
年
報
十
号
（
二
〇
〇
八
）
四
九
頁
以
下
、
安
達
栄
司

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
」
国
際
商
事
法
務
第
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
三
）
二
八
二
頁
以
下
、
同
「
イ
ン
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タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
・
信
用
毀
損
事
件
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
」
上
野
古
稀
『
現
代
民
事
手
続
の
法
理
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
）
一
八
頁
、

野
村
秀
敏
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
著
作
権
侵
害
と
国
際
裁
判
管
轄
」
国
際
商
事
法
務
第
四
二
巻
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
二
六
頁
、
横
溝
大

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
知
的
財
産
権
侵
害
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
」
パ
テ
ン
ト
第
六
九
巻
一
四
号
（
別
冊
一
六
号
）（
二
〇
一
六
）
一
七
一
頁

以
下
、
中
村
知
里
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
人
格
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
多
面
的
分
析
⑴
―
⑹
」
法
学
論
叢
第
一
八
三
巻
四
号

（
二
〇
一
八
）
二
八
頁
、
第
一
八
四
巻
二
号
（
二
〇
一
八
）
四
七
頁
以
下
、
第
一
八
四
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）
三
〇
頁
以
下
、
第
一
八
五
巻
三
号

（
二
〇
一
九
）
三
二
頁
以
下
、
第
一
八
五
巻
五
号
（
二
〇
一
九
）
九
二
頁
以
下
、
第
一
八
六
巻
一
号
（
二
〇
一
九
）
四
一
頁
以
下
、
野
村
秀
敏

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
法
人
の
人
格
権
侵
害
事
件
と
国
際
裁
判
管
轄

―
Ｅ
Ｕ
司
法
裁
判
所
二
〇
一
七
年
十
月
十
七
日
判
決
に
つ
い
て
―
」
専

修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
一
五
巻
（
二
〇
一
九
）
一
頁
以
下
、
出
口
耕
自
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
名
誉
侵
害
に
お
け
る
結
果
発
生
地
」
国
際
法
外
交
雑

誌
第
一
一
八
巻
一
号
（
二
〇
一
九
）
一
頁
以
下
、
駒
田
泰
土
「（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
深
化
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
と
著
作
権
を
め
ぐ
る
国
際

私
法
上
の
課
題
：
論
点
の
整
理
」
著
作
権
研
究
第
四
十
六
号
（
二
〇
一
九
）
四
頁
以
下
、
羽
賀
由
利
子
「（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
深
化
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
と
著
作
権
を
め
ぐ
る
国
際
私
法
上
の
課
題
：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
著
作
権
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
と
準
拠
法
を
め
ぐ
る

欧
州
の
議
論
」
著
作
権
研
究
第
四
十
六
号
（
二
〇
一
九
）
二
〇
頁
以
下
、
中
村
進
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判

例
」
日
本
法
學
第
八
七
巻
二
号
（
二
〇
二
一
）
二
六
五
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
5
）  

最
判
平
成
十
三
年
六
月
八
日
民
集
五
十
五
巻
四
号
七
二
七
頁
。
同
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
横
溝
大
〔
判
批
〕
法
学
協
会
雑
誌
第
一
一
九
巻
十
号

（
二
〇
〇
二
）
二
〇
九
五
頁
が
あ
る
。

（
6
）  

東
京
地
判
平
成
二
六
年
七
月
一
六
日
（
平
二
五
（
ワ
）
二
三
三
六
三
号
）（W

estlaw

文
献
番
号2014W

LJPCA07169006

）。

（
7
）  

東
京
地
判
平
成
二
六
年
九
月
五
日
（
平
二
五
（
ワ
）
二
三
三
六
四
号
）（W

estlaw

文
献
番
号2014W

LJPCA09058017

）。

（
8
）  

「
欧
州
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
（
Ｅ
Ｃ
条
約
）」
第
二
九
三
条
。
同
条
は
、「
加
盟
国
は
、
国
民
の
利
益
の
た
め
に
、
以
下
の
問
題
に
つ
い
て

必
要
な
場
合
に
互
い
に
交
渉
を
行
う
べ
き
で
あ
る
：﹇
略
﹈
判
決
ま
た
は
仲
裁
裁
定
に
関
す
る
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
手
続
の
簡
易
化
」
と

規
定
し
て
い
る
。

（
9
）  A. D

ickinson and E. Lein, The Brussels I Regulation Recast, O
xford U

niversity Press 2015, p. 5.

（
10
）  

一
九
八
八
年
ル
ガ
ノ
条
約
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
加
盟
国
で
あ
る
十
二
カ
国
と
欧
州
自
由
貿
易
連
合
（EFTA: European Free Trade Associa-

tion

）
の
加
盟
国
で
あ
る
六
カ
国
の
間
で
締
結
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
二
年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
。
そ
の
後
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
採
択

に
よ
り
、
一
九
八
八
年
ル
ガ
ノ
条
約
は
、
同
規
則
と
適
合
す
る
よ
う
に
二
〇
〇
七
年
に
更
新
さ
れ
た
。
な
お
、
更
新
さ
れ
た
ル
ガ
ノ
条
約
は
二
〇
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〇
七
年
ル
ガ
ノ
条
約
と
も
呼
ば
れ
る
。

（
11
）  A. D

ickinson and E. Lein, supra note 9, p. 6.
（
12
）  Ibid.

（
13
）  Ibid.

（
14
）  
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
「
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
民
事
手
続
法
」
法
務
資
料
第
四
六
四
号
（
二
〇
一
五
）
一
六
頁
。

（
15
）  
同
右
。

（
16
）  

欧
州
連
合
運
営
条
約
（Treaty on the Functioning of the European U

nion; TFEU

）
第
二
八
八
条
参
照
。

（
17
）  Regulation （EC

） No 44/2001 

　
　
　

Article 73 N
o later than five years after the entry into force of this Regulation, the Com

m
ission shall present to the European 

Parliam
ent, the Council and the Econom

ic and Social Com
m
ittee a report on the application of this Regulation. The report 

shall be accom
panied, if need be, by proposals for adaptations to this Regulation.

（
18
）  

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
・
前
掲
注
（
14
）
一
八
頁
。

（
19
）  

例
え
ば
、
①
執
行
許
可
手
続
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
②
仲
裁
裁
判
権
を
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
対
象
か
ら
除
外
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、

③
ト
ル
ペ
ー
ド
（
魚
雷
）
訴
訟
の
危
険
を
除
去
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
や
、
④
知
的
財
産
権
の
侵
害
に
つ
い
て
改
正
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
が

議
論
さ
れ
た
。

（
20
）  

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
・
前
掲
注
（
14
）
一
八
頁
。

（
21
）  A. D

ickinson and E. Lein, supra note 9, p. 20.

（
22
）  Article 7 A person dom

iciled in a M
em

ber State m
ay be sued in another M

em
ber State: 

… 

（2

） in m
atters relating to tort, 

delict or quasi-delict, in the courts for the place w
here the harm

ful event occurred or m
ay occur. 

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
第
五
条

三
号
は
同
旨
の
規
定
で
あ
る
。

（
23
）  Case 21/76 H

andelskwekerij Bier v M
ines de Potasse d 

’Alsace ﹇1976

﹈ ECR 1735; Case C -220/88 D
um

ez France and O
thers 

v H
essische Landesbank and O

thers 

﹇1990

﹈ EU
:C

:1990:8; C
ase C

-364/93 M
arinari v. Lloyds Bank 

﹇1995

﹈ 
ECLI:EU

:C:1995:289; Case C -68/93 Shevill and O
thers v Presse A

lliance ﹇1995

﹈ ERC 1 -415; Case C -509/09 eD
ate A

dvertising 
G
m
bH

 v X and C -161/10 O
livier M

artinez and Robert M
artinez v M

N
G
 Lim

ited 

﹇2011

﹈ ECR I -10269; Case C -523/10  
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W
intersteiger AG

 v Products 4U
 Sonderm

aschinenbau G
m
bH

 ﹇2012

﹈ ECLI:EU
:C:2012:220.

（
24
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1.

（
25
）  Case C -387/12 H

i H
otel, supra note 2.

（
26
）  Case C -441/13 Pez H

ejduk, supra note 3.
（
27
）  Case 21/76 Bier, supra note 23.

同
裁
定
を
紹
介
す
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
岡
本
・
前
掲
注
（
4
）
二
三
頁
以
下
、
石
黒
・
前
掲
注

（
4
）
八
七
頁
以
下
、
長
田
・
前
掲
注
（
4
）
三
八
八
頁
、
木
川
・
前
掲
注
（
4
）
八
三
頁
、
中
村
知
里
・
前
掲
注
（
4
）
第
一
八
三
巻
四
号
三

六
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
28
）  Case 21/76 Bier, supra note 23, para. 19.

（
29
）  Case C -220/88 D

um
ez, supra note 23.

（
30
）  Ibid., para. 20 -22.

（
31
）  Case C -68/93 Shevill, supra note 23. 

同
裁
定
を
紹
介
す
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
中
西
・
前
掲
注
（
4
）
一
八
一
頁
、
芳
賀
・
前
掲

注
（
4
）『
Ｅ
Ｕ
法
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
諸
問
題
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
）
四
三
三
頁
、
同
『
Ｅ
Ｕ
の
国
際
民
事
訴
訟
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇

〇
五
）
九
五
頁
、
長
田
・
前
掲
注
（
4
）
三
九
〇
頁
、
多
田
・
前
掲
注
（
4
）
六
〇
頁
、
中
村
知
里
・
前
掲
注
（
4
）
第
一
八
三
巻
四
号
三
七
頁

な
ど
が
あ
る
。

（
32
）  Case C -68/93 Shevill, supra note 23, para. 31.

（
33
）  Case C -509/09 eD
ate, supra note 23. 

同
裁
定
を
紹
介
す
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
安
達
・
前
掲
注
（
4
）（
二
〇
一
三
）
二
八
二
頁
以

下
、（
二
〇
一
七
）
一
八
頁
以
下
、
横
溝
・
前
掲
注
（
4
）
一
七
一
頁
、
中
村
知
里
・
前
掲
注
（
4
）
第
一
八
四
巻
二
号
四
八
頁
以
下
な
ど
が
あ

る
。

（
34
）  Case C -523/10 W

intersteiger, supra note 23. 

同
裁
定
を
紹
介
す
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
中
村
知
里
・
前
掲
注
（
4
）
第
一
八
五
巻

五
号
九
八
頁
が
あ
る
。

（
35
）  Case C -509/09 eD

ate, supra note 23, paras. 42, 44, 48, 49.

（
36
）  Case C -523/10 W

intersteige, supra note 23, para. 24.

（
37
）  See the O

pinion of Advocate G
eneral Cruz V

illalón delivered on 16 February 2012 in the case C -523/10 W
intersteiger AG

 
v Products 4U

 Sonderm
aschinenbau G

m
bH

, para. 20.
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（
38
）  Case C -523/10 W

intersteiger, supra note 23, para. 25, 28.

（
39
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1.

（
40
）  Case C -387/12 H

i H
otel, supra note 2.

（
41
）  Case C -441/13 Pez H

ejduk, supra note 3.
（
42
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1. 

同
裁
定
を
紹
介
す
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
横
溝
・
前
掲
注
（
4
）
一
七
二
頁
、
野
村
・
前

掲
注
（
4
）
六
二
六
頁
、
中
村
知
里
・
前
掲
注
（
4
）
一
八
五
巻
五
号
一
〇
〇
頁
、
羽
賀
・
前
掲
注
（
4
）
二
〇
頁
以
下
、
中
村
進
・
前
掲
注

（
4
）
二
八
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
43
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 11, 12.

（
44
）  Ibid.

（
45
）  Ibid., Para. 13.

（
46
）  Ibid., Para. 14.

（
47
）  Ibid., Para. 15.

（
48
）  Ibid.

（
49
）  O

pinion of AG
 Jääskinen in the case C -170/12 Peter Pinckney v. KD

G
 M

ediatech AG
 ECLI:EU

:C:2013:400, Para. 51 -56.

（
50
）  Ibid., Para. 53.

（
51
）  Ibid., Para. 55.

（
52
）  Ibid., Para. 55.

（
53
）  Ibid., Para. 68.

（
54
）  C

ase C
-324/09 L

’Oréal and O
thers 

﹇2011
﹈ EC

LI:EU
:C

:2011:474 para. 61 -67; C
ase C

-5/11 D
onner 

﹇2012

﹈ 
ECLI:EU

:C:2012:370 para. 27 -30; Case C -173/11 Football D
ataco and O

thers v. Sportrader 

﹇2012

﹈ ECLI:EU
:C:2012:642, 

para. 37 -39.

（
55
）  O

pinion of AG
 Jääskinen, supra note 49, Para. 64, 67.

（
56
）  Ibid., Para. 46, 64.

（
57
）  Ibid., Para. 22.
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（
58
）  Case C -228/11 M

elzer v. M
F G

lobal U
K Ltd ﹇2013

﹈ EU
:C:2013:305.

（
59
）  Ibid., Para. 27. 

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -228/11 M

elzer v. M
F G

lobal V. U
K Ltd, para. 26

に
言
及
し
た
。

（
60
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 25. 

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -228/11 M

elzer v. M
F G

lobal V. U
K Ltd, para. 24

に

言
及
し
た
。

（
61
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 26. 

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -228/11 M

elzer v. M
F G

lobal V. U
K Ltd, para. 25

に

言
及
し
た
。

（
62
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 30.

（
63
）  Case C -509/09 eD

ate, supra note 23.

（
64
）  Case C -523/10 W

intersteiger, supra note 23.

（
65
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 32. 

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -523/10 W

intersteiger, supra note 23, para. 21 -24

に

言
及
し
た
。

（
66
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 33. 

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -523/10 W

intersteiger, supra note 23, para. 25

に
言
及

し
た
。

（
67
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 34. 

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -509/09 eD

ate, supra note 23, para. 48

お
よ
びCase 

C -523/10 W
intersteiger, supra note 20, para. 27

に
言
及
し
た
。

（
68
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 35.

（
69
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 36. 

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -509/09 eD

ate, supra note 23, para. 52

に
言
及
し
た
。

（
70
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 36. 
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -509/09 eD

ate, supra note 23, para. 48

に
言
及
し
た
。

（
71
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 37. 
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、Case C -523/10 W

intersteiger, supra note 23, para. 25, 28

に

言
及
し
た
。

（
72
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 38.

（
73
）  Ibid., para. 39.

（
74
）  The D

irective 2001/29/EU
 of the European Parliam

ent of the Council of 22 M
ay 2001 on the harm

onization of certain as-
pects of copyrights and related rights in the inform

ation society

（O
J L167, 22.06.2001, pp. 10 -19

）
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（
75
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 39.

（
76
）  Ibid., Para. 40.

（
77
）  Ibid., Para. 41.

（
78
）  Cases C -585/08 and C -144/09 Pam

m
er and H

otel A
lpenhof ﹇2010

﹈ ECLI:EU
:C:2010:740, Para. 74

を
参
照
。

（
79
）  
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ia
規
則
第
十
七
条
（
改
正
前
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
第
十
五
条
）〔
消
費
者
事
件
に
お
け
る
管
轄
〕
は
、「
…
…
一
号
（
ｃ
）

こ
れ
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
の
相
手
方
が
、
消
費
者
が
そ
の
主
権
領
域
に
住
所
を
有
す
る
構
成
国
に
お
い
て
、
職
業
上
若
し
く
は
営
業
活

動
を
行
い
又
は
そ
の
構
成
国
若
し
く
は
そ
の
構
成
国
を
含
む
複
数
の
国
家
に
お
い
て
そ
う
し
た
活
動
を
行
な
っ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
契
約
が
そ
う

し
た
活
動
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
」
と
定
め
る
。
条
文
訳
と
し
て
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
「
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
民
事
手
続
法
」
法
務
資

料
第
四
六
四
号
四
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
80
）  Case C -170/12 Pinckney, supra note 1, Para. 42.

（
81
）  Ibid., Para. 43.

（
82
）  Ibid., Para. 44.

（
83
）  Ibid., Para. 45.

（
84
）  Ibid., Para. 46.

（
85
）  Ibid., Para. 47.

（
86
）  Case C -387/12 H
i H

otel, supra note 2. 
同
裁
定
を
紹
介
す
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
、
中
村
進
・
前
掲
注
（
4
）
二
八
六
頁
が
あ
る
。

（
87
）  Case C -387/12 H

i H
otel, supra note 2, para. 13.

（
88
）  Ibid., para. 14.

（
89
）  Ibid., para. 15.

（
90
）  

欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
規
程
に
関
す
る
第
三
議
定
書
（Protocol N

o. 3 on the Statute of the Court of Justice of the European U
nion 

Stipulates
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